
5
月
2
4
日
現
在

内
閣

官
房

・
内

閣
府
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交
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（
注

1
）

各
府

省
の

回
答

を
内

閣
府

に
お

い
て

精
査

の
上

集
計

し
た

も
の

。

　
　

（
注

2
）

項
目

数
に

つ
い

て
は

、
今

後
の

精
査

に
よ

り
異

動
が

あ
り

得
る

。

見
直
し
を
実
施
す
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の

勧
告
ど
お
り
実
施

調
整

中
勧
告
ど
お
り
実
施

勧
告
の
一
部
実
施

見
直
し
を
実
施
す
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の

検
討
対
象

(
項

目
数

)

5
月
2
4
日
現
在

勧
告

の
一

部
実

施
勧
告
の
一
部
実
施

3
月
3
1
日
時
点

平
成

2
2
年

5
月

2
4
日

内
閣
府
地
域
主
権
戦
略
室
作
成

見
直
し
増
加
分

勧
告

ど
お

り
実

施

「
義

務
付

け
･
枠

付
け

の
見

直
し

（
第

2
次

見
直

し
分

）
」

の
取

組
状

況
（

項
目

ベ
ー

ス
）

1
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5
月
2
4
日
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在

内
閣

官
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閣
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7
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6
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8
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0
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農
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水
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1
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5
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国
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交
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2
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9
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2
3
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(
7
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)

2
3
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6
0
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0

環
 
境
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9
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6
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(
6
4
%
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3
4

2
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3
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5
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(
6
0
%
)

3
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2
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3
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7
5
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5
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7
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4
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2
1
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4
7
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6
3
%
)

4
0
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7
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6
4

5
9
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（
注

）
各

府
省

の
回

答
を

内
閣

府
に

お
い

て
精

査
の

上
集

計
し

た
も

の
。

勧
告

ど
お

り
実

施
勧

告
の

一
部

実
施

勧
告

ど
お

り
実

施
勧

告
の

一
部

実
施

見
直
し
を
実
施
す
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の

3
月
3
1
日
時
点

5
月
2
4
日
現
在

検
討
対
象

(
条

項
数

)

見
直
し
増
加
分

調
整

中
勧

告
ど

お
り

実
施

勧
告

の
一

部
実

施

見
直
し
を
実
施
す
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の

平
成

2
2
年

5
月

2
4
日

内
閣
府
地
域
主
権
戦
略
室
作
成

「
義

務
付

け
･
枠

付
け

の
見

直
し

（
第

2
次

見
直

し
分

）
」

の
取

組
状

況
（

条
項

ベ
ー

ス
）

2



勧
告

ど
お
り

実
施

勧
告

の
一

部
実

施
※

勧
告

ど
お
り

実
施

勧
告

の
一

部
実

施
勧

告
ど
お
り

実
施

勧
告

の
一

部
実

施
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3
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-
-
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0
0

0
0

追
加

分
 
(
外

数
)

計

厚
生

労
働

省

農
林

水
産

省

国
土

交
通

省

環
 
境

 
省

　
　

（
注

1
）

各
府

省
の

回
答

を
内

閣
府

に
お

い
て

精
査

の
上

集
計

し
た

も
の

。
　

　
（

注
2
）

「
勧

告
ど

お
り

実
施

」
に

は
、

勧
告

以
上

に
実

施
す

る
も

の
も

含
ま

れ
る

。
　

　
（

注
3
）

「
※

」
は

、
一

定
の

条
件

を
満

た
せ

ば
権

限
移

譲
を

行
う

と
の

回
答

が
あ

っ
た

も
の

（
「

調
整

中
」

の
内

数
）

。
　

　
（

注
4
）

項
目

数
に

つ
い

て
は

、
今

後
の

精
査

に
よ

り
異

動
が

あ
り

得
る

。

5
月
2
4
日
現
在

権
限

移
譲

等
を
行
う
と
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の

権
限
移
譲
等
を
行
う
と
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の

3
月

3
1
日

時
点

平
成
2
2
年
5
月
2
4
日

内
閣
府
地
域
主
権
戦
略
室
作
成

検
討
対
象

（
項

目
数

）
調

整
中

総
 
務

 
省

文
部

科
学

省

経
済

産
業

省

内
 
閣

 
府

消
費

者
庁

5
月

2
4
日

現
在

見
直
し
増
加
分

「
基

礎
自

治
体

へ
の

権
限

移
譲

」
の

取
組

状
況

（
項

目
ベ

ー
ス

）

3
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実
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部
実

施
※

勧
告

ど
お
り

実
施

勧
告

の
一

部
実

施
勧

告
ど
お
り

実
施

勧
告

の
一

部
実

施

9
 

9
(
1
0
0
%
)

9
0

-
0

8
(
8
9
%
)

8
0

1
1

0

5
 

5
(
1
0
0
%
)

5
0

-
0

5
(
1
0
0
%
)

5
0

-
-

-

2
 

2
(
1
0
0
%
)

2
0

-
0

2
(
1
0
0
%
)

2
0

　
-

-
-

7
 

1
(
1
4
%
)

1
0

5
6

1
(
1
4
%
)

1
0

0
0

0

1
1
0
 

8
1

(
7
4
%
)

6
0

2
1

2
9

2
9

2
6

(
2
4
%
)

2
2

4
5
5

3
8

1
7

1
2
 

1
(
8
%
)

1
0

0
1
1

0
(
0
%
)

0
0

1
1

0

5
5
 

1
8

(
3
3
%
)

1
8

0
3
7

3
7

1
8

(
3
3
%
)

1
8

0
0

0
0

1
2
7
 

7
4

(
5
8
%
)

7
0

4
1
7

5
3

3
9

(
3
1
%
)

3
8

1
3
5

3
2

3

5
7
 

1
6

(
2
8
%
)

9
7

0
4
1

0
(
0
%
)

0
0

1
6

9
7

3
8
4

2
0
7

(
5
4
%
)

1
7
5

3
2

8
8

1
7
7

9
9

(
2
6
%
)

9
4

5
1
0
8

8
1

2
7

1
0

1
0

1
0

0
-

-
1
0

1
0

0
0

0
0

追
加

分
 
(
外

数
)

農
林

水
産

省

経
済
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業

省

国
土

交
通

省

環
 
境

 
省

計

　
　

（
注

1
）

各
府

省
の

回
答

を
内

閣
府

に
お

い
て

精
査

の
上

集
計

し
た

も
の

。
　

　
（

注
2
）

「
勧

告
ど

お
り

実
施

」
に

は
、

勧
告

以
上

に
実

施
す

る
も

の
も

含
ま

れ
る

。
　

　
（

注
3
）

「
※

」
は

、
一

定
の

条
件

を
満

た
せ

ば
権

限
移

譲
を

行
う

と
の

回
答

が
あ

っ
た

も
の

（
「

調
整

中
」

の
内

数
）

。

権
限
移
譲
等
を
行
う
と
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の

5
月
2
4
日
現
在

内
 
閣

 
府

消
費

者
庁

総
 
務

 
省

厚
生

労
働

省

文
部

科
学

省

権
限

移
譲

等
を
行
う
と
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の

3
月

3
1
日

時
点

検
討
対
象

（
条

項
数

）

5
月

2
4
日

現
在

平
成
2
2
年
5
月
2
4
日

内
閣
府
地
域
主
権
戦
略
室
作
成

見
直
し
増
加
分

調
整

中

「
基

礎
自

治
体

へ
の

権
限

移
譲

」
の

取
組

状
況

（
条

項
ベ

ー
ス

）
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再
検
討
の
結
果
「
見
直
し
・
権
限
移
譲
等
を
行
う
も
の

」
と
回
答
の
あ
っ
た
主
な
例

（
権
限
移
譲
）
：
基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲

（
義

務
枠

）
：
義

務
付

け
・
枠

付
け
の

見
直

し

〔
内
閣
府
関
係
〕

・
防

衛
大

臣
へ

の
災

害
派

遣
要

請
（
権
限
移
譲
）

（
要
請
を
求
め
た
旨
を
市
町
村
長
か
ら
防
衛
大
臣
等
に
通
知
可
能
に
）

・
防

災
関

係
計

画
の

内
容

の
義

務
付

け
等

の
廃

止
（
義

務
枠

）

〔
文
部
科
学
省
関
係
〕

・
公

立
高

等
学

校
の

収
容

定
員

の
基

準
の

廃
止

（
義
務
枠
）

〔
厚
生
労
働
省
関
係
〕

・
有

料
老

人
ホ
ー
ム
設

置
の

届
出

受
理

（
権
限
移
譲
）

（
都

道
府

県
→

中
核

市
）
※

勧
告

は
「
市

」

・
育

成
医

療
費

の
支

給
認

定
（
権
限
移
譲
）

（
中

核
市

ま
で
→

市
町

村
ま
で
）
※

勧
告

は
「
市

」
ま
で

・
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

（
権
限
移
譲
）

（
都

道
府

県
→

中
核

市
）
※

勧
告

は
「
市

」

・
未

熟
児

の
訪

問
指

導
（
権
限
移
譲
）

（
保

健
所

設
置

市
ま
で
→

市
町

村
ま
で
）
※

勧
告

は
「
市

」

・
旅

館
、
理

・
美

容
所

な
ど
の

衛
生

措
置

基
準

の
設
定

（
都
道
府
県
→
保
健
所
設
置
市
）

（
権
限
移
譲
）

・
墓

地
、
納

骨
堂

、
火

葬
場

の
経

営
許

可
（
権
限
移
譲
）

（
中

核
市

ま
で
→

市
ま
で
）

・
水

道
施

設
布

設
工

事
監

督
職

員
の

配
置

基
準

の
条

例
へ

の
委

任
（
義
務
枠
）

・
感

染
症

予
防

計
画

の
公

表
義

務
の

廃
止

（
義
務
枠
）

〔
農
林
水
産
省
関
係
〕

・
農

地
等

の
権

利
移

動
の

許
可

（
権
限
移
譲
）

（
都

道
府

県
→

市
町

村
）
※

勧
告

は
「
市

」

・
農

山
漁

村
活

性
化

計
画

の
公

表
義

務
の

廃
止

（
義

務
枠

）

〔
国
土
交
通
省
関
係
〕

・
都

市
計

画
施

設
の

区
域

内
に
お
け
る
建

築
許

可
（
特

例
市

ま
で
→

市
ま
で
）

（
権

限
移

譲
）

・
緑

地
保

全
地

域
に
お
け
る
行

為
の

規
制

（
権
限
移
譲
）

（
中

核
市

ま
で
→

市
ま
で
）

・
土

地
区

画
整

理
事

業
施

行
地

区
内

の
土

地
の

形
質

変
更

許
可

（
特

例
市

ま
で
→

市
ま
で
）

（
権

限
移

譲
）

・
市

街
地

再
開

発
事

業
施

行
地

区
内

の
建

築
行

為
の

許
可

（
特

例
市

ま
で
→

市
ま
で
）

（
権

限
移

譲
）

〔
環
境
省
関
係
〕

・
騒

音
に
係

る
環

境
基

準
の

地
域

類
型

の
指

定
（
都

道
府

県
→

市
）

（
権

限
移

譲
）

・
騒

音
、
振

動
、
悪

臭
に
係

る
規

制
地

域
の

指
定

（
特

例
市

ま
で
→

市
ま
で
）

（
権

限
移

譲
）

・
指

定
猟

法
禁

止
区

域
の

標
識

設
置

基
準

の
条

例
へ

の
委

任
（
義
務
枠
）
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引
き
続
き
調
整
中
の
主
な
例

〔
文
部
科
学
省

関
係
〕

・
学

級
編

制
基

準
の

決
定

、
教

職
員

定
数

の
決

定
、

市
町

村
立

学
校

職
員

の
給

与
等

の
負

担
（
権
限
移
譲
）

・
県

費
負

担
教

職
員

の
任

命
権

（
権
限
移
譲
）

・
専

修
学

校
の

設
置

等
基

準
（
義
務
枠
）

〔
厚
生
労
働
省
関
係
〕

・
特

別
養

護
老

人
ホ
ー
ム
、
保

育
所

の
設

置
認

可
（
権
限
移
譲
）

・
身

体
障

害
者

手
帳

の
交

付
（
権
限
移
譲
）

・
保

育
所

の
利

用
者

基
準

（
義
務
枠
）

〔
農
林
水
産
省
関
係
〕

・
農

地
転

用
の

許
可

（
権
限
移
譲
）

・
農

業
共

済
事

業
に
係

る
条

例
変

更
の

知
事

認
可

（
義
務
枠
）

〔
経
済
産
業

省
関
係
〕

・
砂

利
採

取
計

画
の

認
可

（
権
限
移
譲
）

〔
国
土
交
通
省
関
係
〕

・
開

発
行

為
の

許
可

（
権
限
移
譲
）

・
都

市
計

画
事

業
の

認
可

（
権
限
移
譲
）

・
公

園
施

設
の

設
置

基
準

（
義
務
枠
）

〔
環
境
省
関
係
〕

・
ば
い
煙
発
生
施
設
に
対
す
る
改
善
命
令

（
権
限
移
譲
）

（
権
限
移
譲
）
：
基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲

（
義

務
枠

）
：
義

務
付

け
・
枠

付
け
の

見
直

し
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円
滑
な
権
限
移
譲
の
た
め
の
国
と
し
て
の
取
組
事
項
（
案
）

１
．
財
源

措
置
の
実
施

権
限
の
移
譲
に
伴
い
、
市
町
村
に
対
し
、
確
実
な
財
源
措
置
を
実
施
。

（
例
）

国
庫
補
助
負
担
金
、
地
方
交
付
税
、
手
数
料

２
．
都
道

府
県
及
び
市
町
村
に
対
す
る
助
言
の
実
施

所
管
府
省
か
ら
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
し
、
移
譲
事
務
に
つ
い
て
の
適
切
な
助
言
を
実
施
。

（
例
）
・
権
限
移
譲
の
際
の
留
意
点
等
に
つ
い
て
の
説
明
会
の
実
施

・
移
譲
事
務
の
内
容
や
取
扱
い
等
を
記
述
し
た
通
知
等
の
発
出

・
移
譲
事
務
に
係
る
市
町
村
か
ら
の
照
会
や
相
談
へ
の
対
応

３
．
都
道

府
県
か
ら
市
町
村
に
対
す
る
支
援
等
の
要
請

都
道
府
県
に
対
し
、
都
道
府
県
と
し
て
も
、
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
に
向
け
た
環
境
整
備
な
ど

必
要
な
支
援
に
努
め
る
よ
う
要
請
。

（
例
）
・
円
滑
な
引
継
、
研
修
、
職
員
派
遣
の
実
施

・
庁
内
、
県
・
市
町
村
間
の
推
進
体
制
の
構
築

・
自
治
体
間
連
携
の
具
体
的
な
手
法
（
機
関
等
の
共
同
設
置
、
一
部
事
務
組
合
、
広
域
連
合
、

事
務
委
託
等
）
の
周
知
・
助
言

４
．
国
及

び
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
へ
の
支
援
等
の
大
綱
等
で
の
明
文
化

国
及
び
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
に
対
す
る
支
援
等
を
明
確
化
す
る
た
め
、
地
域
主
権
戦
略
大

綱
（
及
び
法
案
）
に
、
国
及
び
都
道
府
県
が
市
町
村
に
対
し

、
権
限
の
移
譲
に
際
し
、
必
要
な

助
言
等
の
実
施
に
努
め
る
旨
を
明
文
化
す
る
こ
と
を
検
討
。
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